
２．総合評価に関する事項等

（１）技術評価項目及び配点，技術提案書の様式

施工上の提案

①

②

技術提案等の取扱いに関する事項

企業の施工能力

③

④

⑤

技術者の能力

⑥

⑦

社会貢献・地域貢献

⑧

⑨

※評価項目毎の技術評価点は，小数第４位四捨五入で算出する。

障がい者雇用・環境保全の取り組み 1 様式13

評価項目 同種工事の施工実績 2 様式8

企業評価項目

評価項目
「受変電盤等の搬入搬出時」における「安全管理
（労働災害の防止）」について

3 様式3

様式4 ※任意提出

技術提案書提出説明書
１ ． 工 事 名 ：

評 価 型 式 ： 標準型
項　　目 配点 提出様式 備　　考

宇美ポンプ場外１箇所電気設備更新工事

技術提案書提出表紙 － 様式1

技術提案書チェック表 － 様式2 ※提出不要

評価項目 同種工事の施工経験 1 様式11

評価項目 本店所在地 1

評価項目 品質管理への取り組み 1 様式10-1

1 様式10-2

3 様式3

評価項目
「送水施設の確実な電気設備切替作業」における
「品質管理（工事目的物の品質確保）」について

様式12

評価項目

評価項目 建設業労働災害防止協会加入状況

評価項目 資格の保有状況 1 様式11

◆配点合計： 14.0

集計表 － 様式14

技
術
評
価
項
目
と
配
点

提案項目



(２)　技術提案書作成にあたっての留意点等
本工事における技術提案書の提出にあたっては，次の事項に注意すること。

①．提案項目関連
ア

イ

ウ

エ

オ

カ

提出を行う技術提案書の作成にあたっては，当該入札に参加しようとする他の入札参加者と技術提案書
の内容等について，いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は「欠格」とな
り，福岡地区水道企業団指名停止等措置要領に基づく競争入札参加停止等の措置を行うことがある。

技術提案書は，設計図書，入札説明書，本説明書等を熟読した上で作成し，技術提案書「様式１」から
「様式１２」までのうち，上表に示すものを必ず提出すること。ただし，「様式２」は提出不要，「様
式４」は任意提出とする。なお，提出が必要な様式の提出がない場合，「欠格」となる。
　また，評価項目によっては，別途添付資料が必要となる場合があり，不備の場合，加点できないこと
もあるため，本説明書の記載事項を十分に確認すること。

提案内容（施工上の提案に係る事項）が，要求要件（標準案）を満たしていないと判断した場合（未記
載や不十分な記載等）は「欠格」となる。

提出を行う技術提案書の作成にあたっては，ホームページやカタログ等，第三者の資料を引用する場
合，著作権等に留意すること。また，引用した場合は，出典元を記載すること。

提案内容（施工上の提案に係る事項）は要求要件を満たしているが，現場条件等により提案内容の一部
または全ての採用が困難と判断した場合，当該提案（一部または全部）については標準案での施工とな
る。この場合，標準案での施工意思がないときは「欠格」となる。

施工上の提案に係る各技術評価項目において，複数の入札参加者の提案内容が明らかに酷似しているな
ど，提案内容をそのまま第三者から提供を受けたと判断される場合，各入札参加者の能力を適切に評価
することに支障があるため，当該入札参加者の技術提案または施工上の提案に係る提案内容は全て加点
対象としない。



②．企業評価項目関連
■合併企業等における企業実績の評価対象について

■合併企業等における企業実績の評価対象について

(３)　実施上の留意事項
本工事における技術提案書の提出にあたっては，次の事項に注意すること。

ア

イ

ウ

(４)　その他

－

－

Ⅵ 建設業労働災害防止協会加入状況 ●（※留意点２）

提案された特殊工法等については，その提案内容が一般的に使用されている状態となった場合は，本企
業団発注工事において無償で使用できるものとする。ただし，工業所有権等の排他的権利を有する提案
であるとの申し出を「様式４」により提出し，認められたものについては，この限りではない。

本工事における技術評価項目「技術者の能力」において，技術提案書に提示する配置予定技術者の中か
ら１名を，本工事の入札説明書に基づき監理技術者として配置しなければならず，原則途中交代できな
い。
なお，真にやむを得ない理由があり，発注者と協議の上，工事の継続性，品質の確保等に支障がないと
認められる場合に限り，途中交代が認められることがある。

本工事における技術提案書の提出にあたっては，本提出説明書のほか，「福岡地区水道企業団総合評価方式
実施ガイドライン」を確認すること。

Ⅱ 優良業者の表彰実績 ● ●（留意点１） ●（留意点１）

企業実績に係る技術評価項目に関しては，その評価対象期間内に合併等（合併，営業譲渡など）行なっ
た企業は，本企業団で承認されている場合は，合併前企業等の実績も評価対象に含まれる（ただし「本
店所在地」は合併時期に関わらず，実績を承継している場合，合併前企業等の実績が評価対象に含まれ
る）。評価項目毎の詳細な評価対象は下表のとおり。
なお，合併前企業等の実績に記載漏れがある場合，加点されないこともあるので注意すること。

評価項目

取り扱い（※評価対象に「●」）

●（留意点１） ●（留意点１）

（Ａ）合併後企業等
合併前企業等

（Ｂ）存続（承継）企業等 （Ｃ）被合併（消滅）企業

Ⅰ 工事成績の実績 ●

Ⅲ 同種工事の施工実績 ● ●（留意点１） ●（留意点１）

Ⅳ 受注工事件数

技術提案等に係る設計変更は原則として行わない。また，技術提案等が達成されなかったときは，自然
災害等の不可抗力による場合を除き，工事成績評定点の減点（技術提案の場合は得点，施工上の提案及
び地場企業の活用の場合は配点）や，福岡地区水道企業団競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入
札参加停止等の措置，提案内容の重要度等に応じて違約金を徴収することがある。詳しくは，入札説明
書による。

Ⅶ 本店所在地 ●

● ●（留意点１） ●（留意点１）

●（留意点３） －

【留意点】
※「（Ｂ）存続（承継）企業等は，営業譲渡・分離などで，企業の実績を承継する場合を含む。（但し　本企業団が承認した場合に限る）
１．評価項目Ⅰ～Ⅳでは，（Ｃ）被合併（消滅）企業の実績も含めるものとする，なお，評価項目Ⅰ，Ⅱ，Ⅳでは，記載漏れ等の
　　減点措置も同様に行う。
２．評価項目Ⅴ～Ⅵでは，基本的に（Ａ）合併後企業等の実績を評価するものとするが，評価基準日以降の合併である場合，
　　評価項目Ⅵにおいては，（Ｂ）存続（承継）企業等が基準日において該当し，かつ（Ａ）も該当する場合のみ評価対象とする。
３．評価項目Ⅶでは，（Ｂ）存続（承継）企業等の実績を含めて評価する。

Ⅴ 品質管理への取り組み ● －



技術提案書　様式３関連

１．最も注意すべき事項

２．具体的な対応策

３．「追加提案」としない提案内容
下記の提案については，追加提案としないので注意すること。

４．提案にあたって
１） 本工事における，

着目点の内容及び以下のことを踏まえて提案を行うこと。
① 「最も注意すべき事項」について
（a）

（b）

② 「具体的な対応策」について
（a）

（b）

（c）

２）

３） その他
①

② 提案様式等
（a）

（b）

（c）

（d）

上記への「具体的な対応策」について提案を求める。

「受変電盤等の搬入搬出時」における
「安全管理」について「労働災害の防止」の観点から
施工上「最も注意すべき事項」について提案を求める。

評価項目 ① 「受変電盤等の搬入搬出時」における「安全管理（労働災害の防止）」について
（施工上の提案に係る事項）

着　目　点　等　

「受変電盤等の搬入搬出時」における「安全管理（労働災害の防止）」について

現場条件や設計図書等の内容を考慮した上で，施工上最も注意すべき事項を具体的に１つ記載す
ること。また，その理由についても記載すること。

【設計変更等の協議で対応すべき提案】
　　・熱中症対策に関する提案
　　・新型コロナ感染症の感染拡大防止対策に関する提案
【複数提案】
　　・実施内容が２つ以上記載されている提案
【表現が抽象的で実施内容が不明確な提案】
　　・実施方法や基準，場所，時期，頻度，規模，規格，実施量等が明記されていない提案

複数の注意事項を記載しないこと。（”最も”注意すべきと考える事項を１つ記載すること。）

最も注意すべき事項に対し，現場条件や設計図書等の内容を考慮した上で，標準案（設計書・仕
様書等に基づき実施すべき事項）を上回る提案を具体的に１つ記載すること。また，その効果に
ついても記載する。

実施内容を１つのみ記載するものとし，複数の実施内容が記載された項目は追加提案としない。

対応策は，具体的かつ簡明に記載すること。

要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は，その旨明示すること。その場合は，本項目の加算点は
０点とする。

提案内容は，具体的な根拠を伴い，履行の担保・確認ができるものとする。なお，着目点に沿って
いない提案や以下に示す提案は評価しない。

技術提案は，技術提案書：様式３（Ａ４判１枚(片面)）に簡明に記載すること。

基本の書体を「ＭＳ明朝／１０．５ｐｔ」とし，ゴシック体，太字，下線等により，キーワード
を強調しても構わない。
制限文字数は，各２００文字以内とし指定された枠内に記載する。なお，様式の変更は認めな
い。

技術提案書は，提出者名を伏せて審査・評価するため，提案内容に提出者が特定される記載をし
てはならない。
以上の規定が守られない場合，加算点の減点をすることがあるので注意すること。
特に，様式を明らかに改ざんし，悪質と認められる場合は，本項目の加算点を０点とする。



技術提案書　様式３関連

１．最も注意すべき事項

２．具体的な対応策

３．「追加提案」としない提案内容
下記の提案については，追加提案としないので注意すること。

４．提案にあたって
１） 本工事における，

着目点の内容及び以下のことを踏まえて提案を行うこと。
① 「最も注意すべき事項」について
（a）

（b）

② 「具体的な対応策」について
（a）

（b）

（c）

２）

３） その他
①

② 提案様式等
（a）

（b）

（c）

（d）

評価項目 ② 「送水施設の確実な電気設備切替作業」における「品質管理（工事目的物の品質確保）」について
（施工上の提案に係る事項）

現場条件や設計図書等の内容を考慮した上で，施工上最も注意すべき事項を具体的に１つ記載す
ること。また，その理由についても記載すること。
複数の注意事項を記載しないこと。（”最も”注意すべきと考える事項を１つ記載すること。）

最も注意すべき事項に対し，現場条件や設計図書等の内容を考慮した上で，標準案（設計書・仕
様書等に基づき実施すべき事項）を上回る提案を具体的に１つ記載すること。また，その効果に
ついても記載する。

実施内容を１つのみ記載するものとし，複数の実施内容が記載された項目は追加提案としない。

対応策は，具体的かつ簡明に記載すること。

要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は，その旨明示すること。その場合は，本項目の加算点は
０点とする。

着　目　点　等　

「送水施設の確実な電気設備切替作業」における

施工上「最も注意すべき事項」について提案を求める。

上記への「具体的な対応策」について提案を求める。

「送水施設の確実な電気設備切替作業」における「品質管理（工事目的物の品質確保）」について

【設計変更等の協議で対応すべき提案】
　　・熱中症対策に関する提案
　　・新型コロナ感染症の感染拡大防止対策に関する提案
【複数提案】
　　・実施内容が２つ以上記載されている提案
【表現が抽象的で実施内容が不明確な提案】
　　・実施方法や基準，場所，時期，頻度，規模，規格，実施量等が明記されていない提案

提案内容は，具体的な根拠を伴い，履行の担保・確認ができるものとする。なお，着目点に沿って
いない提案や以下に示す提案は評価しない。

技術提案は，技術提案書：様式３（Ａ４判１枚(片面)）に簡明に記載すること。

基本の書体を「ＭＳ明朝／１０．５ｐｔ」とし，ゴシック体，太字，下線等により，キーワード
を強調しても構わない。
制限文字数は，各２００文字以内とし指定された枠内に記載する。なお，様式の変更は認めな
い。

以上の規定が守られない場合，加算点の減点をすることがあるので注意すること。
特に，様式を明らかに改ざんし，悪質と認められる場合は，本項目の加算点を０点とする。

技術提案書は，提出者名を伏せて審査・評価するため，提案内容に提出者が特定される記載をし
てはならない。



技術提案書　様式８関連

１．評価内容

２．評価対象
【対象工事（同種工事の条件）】

【対象期間（同種工事の条件）】

までの間に竣工

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

（ＪＶの場合）
構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点とする。

 （小数第４位四捨五入）

５．留意点

Ｃ評価（配点×1.0）
同種性の高い工事１件の実績有り Ｄ評価（配点×0.5）

Ｅ評価（配点×0.0）

※「様式８」による提出がなければ欠格となる。（実績がない場合でも提出が必要）
※以下に該当する場合，その実績はないものとみなす。（ＪＶの場合，構成員毎に適用）
・対象外の工事である場合
・「ＣＯＲＩＮＳの写し」が無い場合
・ＣＯＲＩＮＳの工事カルテや添付資料（契約図書における設計書，図面等の写しなど）
　で対象工事であることが確認できない工事
　（ＣＯＲＩＮＳの工事カルテで同種工事の条件を確認できるか確認すること）

（企業の施工能力に係る事項）

一定期間内に同種工事の施工実績のある者を優位に評価する。

6.6ｋV以上の受変電設備、遠隔制御インバータポンプ場、電動機出力37ｋＷ/台以上（受変電設備は公
益社団法人日本水道協会発行「水道施設設計指針2012」の受変電設備の章を参照。）
（ここで、より同種性の高い施工実績とは、3項目を満たす場合とする。）

平成 24 年 4 月 1 日

同種工事の施工実績の件数により評価。

 評価区分 評価段階（加算点）
より同種性の高い工事２件以上の実績有り Ａ評価（配点×2.0）

の施工実績で，かつ公共機関等が発注したＣＯＲＩＮＳに登録されている工事
・ＪＶ工事の構成員の実績も含む。金額条件がある場合，出資比率に基づく額ではなく全体の額。
・公共機関等とは，「建設実績情報のコリンズ・テクリス登録等に関する規約」第１章第３条第２４号
に定める機関とする。

　該当する工事のうち，最大２件を「様式８」により提出する。該当が無い場合も，その旨提出する。
　ＣＯＲＩＮＳの写しを添付すること。なお，ＣＯＲＩＮＳの工事カルテで同種工事の条件（対象工事，
期間）を満たしていることが確認できない場合，別途確認できる資料（契約図書における設計書，図面等
の写しなど）も添付する。
　上記の別途確認できる資料については，同種条件を満たすことが確認できる箇所にマーカー等で印しを
つける。

令 和 4 年 9 月 28 日

より同種性の高い工事１件の実績有り

から

実績無し

Ｂ評価（配点×1.5）
同種性の高い工事２件以上の実績有り

評価項目 ③ 同種工事の施工実績



技術提案書　様式１０－１関連

１．評価内容

２．評価対象
【評価対象】

【対象期間】
本工事入札公告日時点 （ ）で有効期限内であること。

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

（ＪＶの場合）
構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点とする。

 （小数第４位四捨五入）

５．留意点

取得有り Ａ評価（配点×1.0）
取得無し Ｅ評価（配点×0.0）

※「様式１０－１」による提出がなければ欠格となる。（実績がない場合でも提出が必要）
※以下の場合，原則「Ｅ評価」となる。（ＪＶの場合，構成員毎に適用）
・評価対象条件を満たすことが確認できる認証書（登録証）の写しが無い場合
・有効期限が切れている，あるいは有効期限内であることが確認できない場合
・事実と異なる提出があった場合

ＩＳＯ９００１の取得のある者を優位に評価する。

ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステムの国際規格）の認証取得。

令 和 4 年 9 月 29 日

該当状況を「様式１０－１」により提出する。なお，該当が無い場合も，その旨提出する。
また，該当の場合，評価対象条件を満たすことが確認できる認証書（登録証）の写しを添付する。

ＩＳＯ９００１の取得の有無により評価

 評価区分 評価段階（加算点）

④ 品質管理への取り組み
（企業の施工能力に係る事項）

評価項目



技術提案書　様式１０－２関連

１．評価内容

２．評価対象
【評価対象】

建設業労働災害防止協会（建災防）への加入。

までの間に加入していること。

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

（ＪＶの場合）
構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点とする。

 （小数第４位四捨五入）

５．留意点

未加入 Ｅ評価（配点×0.0）

（企業の施工能力に係る事項）

加入 Ａ評価（配点×1.0）

建設業労働災害防止協会への加入者を優位に評価する。

　該当状況を「様式１０－２」により提出する。なお，該当が無い場合も，
その旨提出する。
　また，該当の場合，評価対象条件を満たすことが確認できる加入証明書の写しを
添付する。（「加入証明書」は，加入日が入札公告日前日以前の日付となっていて，かつ，証明日が当該
年度４月１日以降の日付となっている必要があります。）
　上記評価対象期日以降の合併企業である場合，存続（承継）企業に加え，合併企業も加入していれば，
評価対象となる（証明書の写しを添付すること）。

建設業労働災害防止協会への加入状況により評価。

評価項目 ⑤ 建設業労働災害防止協会加入状況

※「様式１０－２」による提出がなければ欠格となる。（実績がない場合でも提出が必要）
※以下に該当する場合，原則「Ｅ評価」となる。（ＪＶの場合，構成員毎に適用）
・評価対象条件を満たすことが確認できる加入証明の写しが無い場合
　（「加入証明書」は，加入日が入札公告日前日以前の日付となっていて，
　　かつ，証明日が当該年度４月１日以降の日付となっている必要があります。）
・加入の事実を確認できない場合
・事実と異なる提出があった場合

令和 4 年 4 月 １ 日 から 令 和 4 年 9 月 28 日

 評価区分 評価段階（加算点）



技術提案書　様式１１関連

１．評価内容

２．評価対象
【評価対象】

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

５．留意点

５年以上保有 Ａ評価（配点×1.0）
３年以上５年未満の保有

３年未満の保有 Ｅ評価（配点×0.0）

（技術者の能力に係る事項）

配置予定技術者の該当資格の保有期間の長い者を優位に評価する。

本工事の配置予定技術者が保有する監理技術者資格の本工事入札公告日時点における保有期間

　本工事の配置予定技術者（最大３名まで提示可。JV発注の場合，代表者の技術者のみ対象）の監理技術
者資格の保有状況について，「様式１１」により提出する。また，提示する全ての技術者について，評価
対象条件を満たすことが確認できる監理技術者資格の資格者証の写しを添付する。
　（複数業種で資格を有する場合，資格の保有期間は監理技術者資格者証の初回交付日以降の保有期間と
する）

配置予定技術者の監理技術者資格の保有期間により評価。複数名の提示があった場合，技術者ごとに
「同種工事の施工経験」とあわせた評価が，最も低い技術者の加算点を採用。

 評価区分 評価段階（加算点）

※「様式１１」による提出がなければ欠格となる。
※「同種工事の施工経験」で提出する全ての監理技術者について提出すること。
※本工事の落札者となった場合，本工事に配置する監理技術者は，今回提出する
　技術者の中から配置しなければならない。
※以下の場合，該当技術者は原則「Ｅ評価」となる。
・「同種工事の施工経験」で提出する技術者と異なる者で提出した場合
・評価対象条件を満たすことが確認できる資格者証の写しが無い場合
・資格の保有期間が確認できない場合
・本工事への配置が不可能であることが判明した場合
・事実と異なる提出があった場合

評価項目 ⑥ 資格の保有状況

Ｃ評価（配点×0.5）



技術提案書　様式１１関連

１．評価内容

２．評価対象
【対象工事（同種工事の条件）】

【対象期間（同種工事の条件）】

までの間に竣工

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

５．留意点

年 4 月 1 日 から 令 和 4 年 9 月 28 日

 評価区分 評価段階（加算点）
より同種性の高い施工経験有り

同種性の高い施工経験有り Ｃ評価（配点×0.5）

　本工事の配置予定技術者（最大３名まで提示可。JV発注の場合，代表者の技術者のみ対象）が，該当す
る工事に，監理技術者，主任技術者，現場代理人のいずれかで携わった施工経験について，「様式１１」
により提出する。該当が無い場合も，その旨提出する。
　また，ＣＯＲＩＮＳの写しを添付すること。なお，ＣＯＲＩＮＳの工事カルテで同種工事の条件（対象
工事，期間）を満たすことや対象技術者での従事経験を確認し難い場合，別途確認できる資料（契約図書
における設計書，図面等の写しなど）も添付する。
　上記の別途確認できる資料については，同種条件を満たすことが確認できる箇所にマーカー等で印しを
つける。

配置予定技術者が，監理技術者，主任技術者，現場代理人のいずれかで同種工事に携わった施工経験の
有無により評価。複数名提示があった場合，技術者ごとに「資格の保有状況」とあわせた評価が，最も
低い技術者の評価を採用。

配置予定技術者に同種工事の施工経験があれば優位に評価する。

Ａ評価（配点×1.0）

（技術者の能力に係る事項）

※「様式１１」による提出がなければ欠格とする。（実績がない場合でも提出が必要）
※「資格の保有状況」で提出する全ての技術者について，施工経験の有無を
　提出すること。
※本工事の落札者となった場合，本工事に配置する監理技術者は，今回提出する
　技術者の中から配置しなければならない。
※以下に該当する場合，当該技術者は原則「Ｅ評価」となる。
・「資格の保有状況」で提出する技術者と異なる者で提出した場合
・対象外の工事である場合
・「ＣＯＲＩＮＳの写し」が無い場合
・ＣＯＲＩＮＳの工事カルテや添付資料（契約図書における設計書，図面等の写しなど）
　で同種工事であることが確認できない場合
　（ＣＯＲＩＮＳの工事カルテで同種工事の条件を確認できるか確認すること）
・監理技術者，主任技術者，現場代理人のいずれかで携わったことが確認できない場合
・本工事への配置が不可能であることが判明した場合
・事実と異なる提出があった場合

平成 24

6.6ｋV以上の受変電設備、遠隔制御インバータポンプ場、電動機出力37ｋＷ/台以上（受変電設備は公
益社団法人日本水道協会発行「水道施設設計指針2012」の受変電設備の章を参照。）
（ここで、より同種性の高い施工実績とは、3項目を満たす場合とする。）

の施工経験で，かつ公共機関等が発注したＣＯＲＩＮＳに登録されている工事
・ＪＶ工事の構成員の経験も含む。金額条件がある場合，出資比率に基づく額ではなく全体の額。
・公共機関等とは，「建設実績情報のコリンズ・テクリス登録等に関する規約」第１章第３条第１５号
に
　定める機関とする。

評価項目 ⑦ 同種工事の施工経験

施工経験無し Ｅ評価（配点×0.0）



技術提案書　様式１２関連

１．評価内容

２．評価対象
【評価対象】

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

（ＪＶの場合）
構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点とする。

 （小数第４位四捨五入）

５．留意点

（社会貢献・地域貢献に係る事項）

本店が福岡都市圏（企業団構成団体地域）に所在し，また，本企業団競争入札有資格者名簿（工事）に登
載された期間が長い企業を優位に評価する。

本工事入札公告日時点において，本店が福岡都市圏（企業団構成団体地域）に所在する者。

評価項目 ⑧ 本店所在地

※「様式１２」による提出がなければ欠格となる。
※以下に該当する場合，原則「Ｅ評価」となる。（ＪＶの場合，構成員毎に適用）
・事実と異なる提出があった場合

該当状況を「様式１２」により提出する。該当が無い場合も，その旨提出する。

本店の福岡都市圏（企業団構成団体）所在状況，本企業団名簿へ継続して登載されている期間（現名簿
の開始日時点）により評価。

 評価区分 評価段階（加算点）

本店所在かつ名簿登載期間10年未満 Ｃ評価（配点×0.5）
本店所在かつ名簿登載期間10年以上 Ａ評価（配点×1.0）

本店所在せず Ｅ評価（配点×0.0）



技術提案書　様式１３関連

１．評価内容

２．評価対象
【評価対象】

３．提出要領

４．評価方法
【評価手法】

【評価区分】

（ＪＶの場合）
構成員それぞれに加算点を算出し、その平均点をＪＶの加算点とする。
（小数第４位四捨五入）

５．留意点
※「様式１３」による提出がなければ欠格となる。（該当がない場合でも提出が必要）
※以下に該当する場合、原則「Ｅ評価」となる。（ＪＶの場合、構成員毎に適用）
・雇用の事実を確認できない場合
・事実と異なる記載が判明した場合
・「認定証（登録証）の写し」の添付漏れ
・有効期限が切れている場合
・取得事実が確認できない場合　　等

評価項目 ⑨ 社会貢献・政策貢献
（障がい者雇用・環境保全の取り組みに係る事項）

本店が、地場内に所在し、障がい者雇用率4.6%を達成している者を優位に評価する。また、本店が地場内
に所在し、「ISO14001」又は「エコアクション21」の取得のある者を優位に評価する。

該当状況を「様式１３」により提出する。なお、該当が無い場合も、その旨提出する。

達成及び取得状況により評価。

下記のいずれかの事業において，達成及び取得している者（本工事入札公告日時点）

　① 障がい者雇用（雇用率4.6%以上の達成）
　② 環境保全の取り組み（ISO14001又はエコアクション21の取得）

 評価区分 評価段階（加算点）
取り組み有り（２項目） Ａ評価（配点×1.0）
取り組み有り（１項目） Ｃ評価（配点×0.5）

取り組み無し Ｅ評価（配点×0.0）




